
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 上田 清司 君 

問１（対大臣）．フリーランスとの取引は広範な業種
で行われていると考えられるところ、政府として、
フリーランスとの取引に共通する事項について、最
低限の契約内容を含むモデルを示してはどうか。 

 
１．令和３年３月に作成・公表した「フリーランスとし

て安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
においては、問題が生じやすい事項の未然防止を目的
として、業種横断的な契約書のひな形例を提示してい
る。引き続き、このガイドラインの周知活動に力を入
れてまいりたい。 

 
２．これに加えて、各業種における取引慣行は、それぞ

れの業種において異なるものと考えられることから、
本法案が成立した場合には、その施行の状況等を分析
し、業種別の課題等の把握にも努めることとしたい。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問１―２ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。

以下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけ

ればならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められない

ことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないも

のとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定めら

れた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者

に対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 
 

 
 
 
 
  



問１―３ 

（参考２）「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための

ガイドライン」に基づく契約書のひな形例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問１―４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



問１―５ 

 
 





問２―２ 

４．議員ご指摘のとおり、被疑情報を収集するとともに、
その是正を図るため、 
・ 本法案第６条第３項及び第１７条第３項において
は、特定受託事業者が公正取引委員会等に申告した
ことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い
（報復措置）をすることを禁止するほか、 

・ 今後、フリーランス・トラブル１１０番へ相談を
行った方々が、よりスムーズに各省庁委の窓口に申
告を行うことができるように、フリーランス・トラ
ブル１１０番の体制整備を図ることにより、 

フリーランスが安心して相談できる環境を整えていく
予定である。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 
 
 

  



問２―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 

（申出等） 

第六条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この

章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企

業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求

めることができる。 

２ 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があ

ったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認め

るときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければな

らない。 

３ 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をし

たことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、

取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 
 
 

 



問３―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 上田 清司 君 

問３（対大臣）．本法案の実効性を確保するために
は、原材料調達経費や安全衛生経費等の額や範囲も
含め、フリーランスの報酬について、発注者とフリ
ーランスがよく協議を行う機会が必要ではないか。 

 

１．原材料調達経費や安全衛生経費等の経費を、報酬額
に含めないこと自体は、直ちに本法案の規定に違反す
るものではない。 

 
２．ただし、報酬額の交渉時に、フリーランスから、必

要とされる経費を勘案した上で報酬額を定めるよう求
められたにもかかわらず、発注事業者が、十分な協議
をすることなく、通常支払われる対価と比較して著し
く低い額の報酬の額を一方的に定めたような場合には、
本法案第５条第１項第４号で禁止する「買いたたき」
に該当し、勧告等の対象となり得る。 

 
３．このため、買いたたきに関する考え方をガイドライ

ンなどで明らかにし、しっかりと関係者に周知すると
ともに、本法案を適切に執行することで、発注事業者
がフリーランスと報酬について協議していくことを後
押ししてまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 
 



問３―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる

行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対

し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定める

こと。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり

直させること。 

 




